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ＮＯ．１ 

 

 

 

町消防本部では、令和５年度甲種防火管理者資格取得講習会を開催します。防火管理者が異動・退職など

により不在となった事業所は、消防法令違反となりますので必ず受講してください。 

 

 

 

【日 時】 
令和６年２月７日（水）、８日（木） 
  午前９時～午後４時  ※２日間とも受講必須 

【場 所】 
薩摩農村環境改善センター 

【受講対象】 
町内に居住している方または町内の事業所など
に勤務されている方 

【受講定員】   20人 
【受講料】  

 4,000円（テキスト代・実務訓練用資器材含む） 
【申込方法】 
消防署へ申込書を直接持参またはファックスで申
し込んでください。 

 
 

  

※申込書は消防署で受け取るか、町ホームペー
ジ（さつま町消防本部欄）からダウンロードでき
ます。 

【受付期間】 
12月 11日（月）～令和６年１月 19日（金） 
※定員に達し次第、締め切りとなります。その
場合は町ホームページ（町消防本部）に掲
載いたします。 

 

 「防火管理者資格取得講習会」を開催します ～管理者不在の事業所は受講必須～ 

 

 

 

  

案 内 

＜申込み・お問い合わせ先＞ 

 さつま町消防本部 警防課 予防係 

電話：（0996）52-0119 

ファックス：（0996）53-0119 

消防署 予防係から 

 

 

 

総務省統計局が民間事業者に委託して「家計消費状況調査」を実施します。この調査は、個人消費動向の
的確な把握のために、ICT(情報通信技術)関連の消費やインターネットを利用した購入状況、購入頻度が少な
い高額商品・サービスの消費等の実態を安定的にとらえることを目的として行われます。 
本町では、９調査区から対象世帯が選考されることとなりましたので、趣旨を御理解いただき調査への協力を

よろしくお願いします。 

 

 

調査目的や内容を説明し調査票を配布します。調

査票の回収は調査員回収、郵送回収及びオンライ

ン調査システムにより行います。 

※調査は、毎月実施し、原則 1 年間継続して行

われます。 

 

 

【調査対象】 

全国の無作為に選ばれる 30,000世帯が対象とな

り、本町では、９調査区（町頭、ホープタウン、城

之口、諏訪下、小路下手、大願寺、尾原、北方

町、新地）から 90世帯が対象となります。 

【調査期間】 

令和６年１月から 12 月の間で対象世帯ごとに１回

目の調査が開始されて以降、継続して１年間 

【調査の方法】 

調査員（委託事業者）が調査対象世帯を訪問し、 

＜お問い合わせ先＞ 
〇家計消費状況調査実施本部 
＜委託事業者＞ 
 一般社団法人 新情報センター 
  電話：0120-00-4612 

 国の統計調査のお知らせ ～「家計消費状況調査」に御協力ください～ 

 

 

  

案 内 

企画政策課 広報文書係から 



 

 

 

私たちは、いつ、どこで、突然のけがや病気にお

そわれるかわかりません。そのようなときに、家庭や

職場でできる手当のことを「応急手当」といいます。 

消防署では、心肺蘇生法や AEDの使用方法な

ど、「応急手当」を習得していただけるよう普通救命

講習を開催しています。大切な人の命を守るために

も講習を受講して知識と技術を学んでみませんか。 

【対象者】    町民の皆さんや事業所など 

  ※職場における研修や各種団体、グループの会合時

など利用して受講してみませんか。（少人数でもよ

ろしいです。人数は問いません。） 

【受講申込】  申込み先へご連絡ください。打合せ

のうえ日程などを決定します。 

 

 

 

 

 

 

町の一年間の安全・安心を祈願して、新春恒例

の消防出初式が次のとおり開催されます。 

消防団員による規律訓練や操法訓練が披露され

ます。また、幼年消防クラブによる規律訓練も披露

されますので、皆様方の多数のご来場をお待ちし

ております。 

【日時】  令和６年１月７日（日） 

分列行進  午前８時 50分～  

式   典  午前９時 00分～ 

【場所】  宮之城運動公園 

       （雨天時：宮之城文化センター） 

【その他】 午前８時にサイレン吹鳴をします。火災

とお間違えのないようご留意ください。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

さつま町の正月の風物詩「新春泳ぎ初め」が、年
明け１月１日（元日）に開催されます。昭和 29 年元
日、当時の宮之城高校水泳部員が泳いで以来 71
回目を数え、今回も冷たい川の水を物ともせず、約
100 人の泳者が勇敢に川内川を泳ぎます。多くの
方々のご声援をよろしくお願いします。 

【日 時】  
令和６年１月１日（月） 
・安全祈願  午前 11時～ 
・開会式    
・入水開始  正午（予定）～   

【場 所】  
宮都大橋上流（川原町側河川敷）  

※詳しくは、町ホームページをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 令和６・７・８年度分の入札参加資格審査申請書
（指名願い）の受付を次により行います。 

【受付期間等】  
令和６年１月４日（木）～31日（水） 

   ・受付時間  午前８時 30分から正午まで 
                午後１時から午後５時まで 

※土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。 

 ❍提出先  役場本庁 財政課 管財契約係 
 ❍提出方法 持参または郵送（宅配便等含む） 

【登録の有効期間】  
令和６年４月１日から令和９年３月 31日まで 
（３年間有効） 

※申請書類などは、町ホームページをご確認いた
だくか、管財契約係へお問い合わせください。 

 
 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通救命講習の受講者募集 消防出初式が開催されます 

 

＜申込み・お問い合わせ先＞ 
さつま町消防本部  
警防課 救急係 
電話：（0996）52-0119 

  

消防署 救急係から 

 

 
募 

集 

＜お問い合わせ先＞ 
さつま町消防本部  
消防総務課 消防団係 
電話：（0996）52-0119 

 

案 

内 

消防署 消防団係から 

 

 

＜お問い合わせ先＞ 
さつま町教育委員会 
社会教育課 スポーツ振興係 
電話：（0996）26-1843 
窓口：本庁３階 16番 

 
  

＜申込み・お問い合わせ先＞ 
さつま町役場 財政課 管財契約係 
〒895-1803 さつま町宮之城屋地 1565-2 

電話：(0996)26-1847 
窓口：本庁 2階 11番 

第 71回新春泳ぎ初め開催 

（令和６年元日） 

社会教育課 スポーツ振興係から 

 

 

財政課 管財契約係から 

 
入札参加資格審査申請書（指名 

願い）受付（令和 6・7・8年度分） 

案 

内 

 

案 

内 

 



                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康増進法の改正により令和２年４月１日から飲食店も原則として屋内禁煙が義務化されました。これにより
届出が必須となる場合がありますので、次のフローチャートでご確認下さい。 

 

 

 

 

 

 

※届出の詳細やご不明点は、 

お問い合わせ先へご連絡ください。 

 

違反の場合，罰則が科せられる場合があります

 START！

店内は禁煙ですか？

はい

いいえ

「たばこの煙のな

いお店」のご登録

はお済みですか？

いいえ 「喫煙可能室」の届

出が必須です

今回は届出の必要は

ありません

ご協力ありがとうございました！

いいえ

「たばこの煙のないお

店」へのご登録をお願

い致します

「喫煙可能室」の

届出はお済みです

か？

はい

今回は届出の必要は

ありません

ご協力ありがとうございました！はい

＜お問い合わせ先＞ 
〇川薩保健所  
健康企画課 健康増進係 
電話：（0996）23-3165 

 

保健福祉課 健康増進係から 

 

喫煙に対する届出はお済みですか？ ～飲食店も原則義務化～ 

 

 

 

 

届 出 

「たばこの煙のないお店」へ登録された 

店舗には、「登録証」と「ステッカー」が ⇒ 

交付されます。 

 

 

 

 

鹿児島障害者職業能力開発校では、障がいのある方を対象に令和６年度入校生を募集します。 

 

 令和６年度鹿児島障害者職業能力開発校の入校生募集 

 

 

  

募 集 

保健福祉課 福祉係から 

【募集期間】 
令和６年１月４日（木）～２月９日（金） 

【試験日・場所】 
令和６年２月 26日（月） 
鹿児島障害者職業能力開発校 
（薩摩川内市入来町浦之名 1432番地） 

【試験内容】  ※受験料は無料 

筆記試験（国語・数学）及び面接 
【募集科目】 
情報電子科、グラフィックデザイン科、OA 事務
科、介護福祉サービス科、アパレル科、ワークトレ
ーニング科 

 

 

【授業料】   無料 
【訓練期間】  1年間 

（令和６年４月～令和７年３月） 
【申込方法】 
お近くのハローワークでご相談ください。 

※寮も併設しています。 
※詳しくはホームページをご覧ください。 
「鹿児島障害者職業能力開発校」で検索 

 

 ＜お問い合わせ先＞ 

鹿児島障害者職業能力開発校 

電話：（0996）44-2206 

 

 



 

 

 

暖冬の影響により、ジャンボタニシ（スクミリンゴガ
イ）の発生が増えています。冬期の耕うんを行い、水
稲での被害を防ぎましょう。地域ぐるみで取り組め
ば、さらに効果的です。 

【冬期の耕うん】 
物理的に破砕を行うとともに貝を厳寒期の寒風に
さらす。 

【いつ・どのように】 
土壌が乾燥して固い厳寒期（１月～２月）に、トラ
クターの走行速度を遅く、ＰＴＯ回転を速く（ロー
タリーの回転を速く）し、土壌を細かく砕くように耕
うんする。 

【留意事項】 
未発生ほ場への貝の持ち込みを防止するため
に、使用後のトラクターに付着した泥を洗浄する。 

 

 
 

 

 

 

障がいのある方の就職や生活、企業の障がい者
雇用について、ほくさつ障害者就業・生活支援セン
ターの職員が直接相談に応じます。 
「就職活動はどうしたらいいの？」「障がいを理解

してもらえない」など、日々の悩みや困りごとがあり
ましたら、是非この機会に「出張相談会」をご利用く
ださい。 
【日 時】  
令和６年１月 19日（金） 午前 10時～正午 
※予約は不要ですが、希望する時間のある方は予

約をお願いします。相談は無料です。 

【場 所】   
役場本庁１階 B相談室(保健福祉課前) 

 ※障害者就業・生活支援センターとは、障がいの
ある方の就職や生活の相談、企業の障がい者
雇用相談などに応じる「相談窓口」です。 

 

 
 

 

 

 

町内外の方々にさつま町の魅力を再発見・再発
掘していただくことを目的としたイベントを開催しま
す。ステージや町の特産品の販売、飲食店の出店
など子どもから大人まで楽しめるイベントです。物販
や飲食店などの出店者を次のとおり募集します。 

【開催日時】 
令和６年２月 11日（日） 午前 10時～午後３時 

【場 所】 
Niterra日特スパークテックWKS公園 
（北薩広域公園） 

【出店料】 ※事前振込 
物販・その他   2,000円 
飲食店        3,000円 

【申込方法】 
・申込締切日  令和６年１月７日（日） 
・申込方法   申込み先へ電話連絡ください。 
【その他】  
 ①区画  3ｍ×3ｍを予定 
 ②備品  机、椅子、テント、発電機など出店に 

必要な備品は出店者で準備ください。 
 
 

 

 

 

川内調停協会による無料の調停手続相談会を
開催します。秘密は固く守られます。予約は必要あ
りませんが時間に余裕を持ってお越しください。 

【日 時】  令和６年１月 14日（日）             
午前 10時～午後３時         

【場 所】  宮之城ひまわり館（宮之城屋地）              

【相談内容】                  
次の調停手続きに関する相談 
❍民事上のトラブル 

   交通事故による損害賠償、金銭の貸借、 
   土地の境界、土地建物の売買など 
❍親族間のトラブル 
婚姻、離婚、夫婦関係、親子関係、扶養、 
相続 など 

【相談員】 
民事調停委員、家事調停委員 

 

 

 
 
 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜お問い合わせ先＞ 
さつま町役場 農政課 農業政策係 
電話：（0996）24-8942 
窓口：本庁別館１階 

 
  

＜お問い合わせ先＞ 

ほくさつ障害者就業・生活支援センター 

電話：（0996）29-5022（担当：堀内） 

 

ジャンボタニシの防除対策 

について 

 

保健福祉課 福祉係から 

 

農政課 農業政策係から 

 

 

＜申込み・お問い合わせ先＞ 
Ｅｎｊｏｉｎさつま（エンジョインさつま） 
電話：090-1511-7115 
 

 

Enjoin フェスイベントの出店者募集 

～さつま町地域元気再生事業～ 

 

 

総務課 行政係から 

 

ほくさつ障害者就業・生活支援

センターによる出張相談会 

 

防 

除 

相 

談 

企画政策課 地域振興係から 

 

 

＜申し込み・お問い合わせ先＞ 
川内調停協会 
（鹿児島地方・家庭裁判所川内支部内） 
  電話：（0996）22-2154 
 

無料の出張調停手続相談会 

を実施します 

 

募 

集 

相 

談 


